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１ 平成２９年度における障害保健福祉行政事務指導監査の実施について 

 

（１）障害者総合支援法等に基づく指導監査について 

都道府県等においては、障害者総合支援法等の関係法令・通知等を参照の

上、引き続き指定障害福祉サービス事業所等に対する適切な指導監査の実

施をお願いしたい。  
また、指定障害福祉サービス事業者、指定障害児通所支援事業者等（以下

「事業者」という。）に対する指導監査の実施に当たっては、法令・基準

の遵守と適切なサービス提供などに重点を置いた指導を実地に行うととも

に、都道府県においては、管内市町村に対し、適切な支給決定に重点を置

いた指導をお願いしたい。  
さらに、事業者の不正受給等による指定取消等や障害者に対する虐待に係

る事件が散見されているが、これらの事案は制度の根幹を揺るがすととも

に、人権に関わる問題であることから、関連する情報が寄せられた場合に

は、関係機関等との連携のもと機動的かつ適切に対応するようお願いした

い。  
なお、昨年８月に岩手県岩泉町で発生した台風第１０号がもたらした水害

を教訓とし、「「避難勧告等に関するガイドライン」の改定について」（平

成 29 年 1 月 31 日付け各都道府県消防防災主管部長宛て内閣府参事官・消

防庁防災課長連名通知を参照）により、要配慮者利用施設等における災害

計画について「その実効性を確保するため、災害計画等の内容や、避難訓

練の実施状況について、地方公共団体は施設開設時及び定期的な指導監査

において、災害計画等への洪水や土砂災害等の記載、訓練の実施状況、緊

急度合に応じた複数の避難先の確保等について、確認すべきである。（中

略）なお、都道府県が指導監査等を実施する要配慮者利用施設については、

避難勧告等の発令を担う市町村の防災担当部局と、要配慮者利用施設への

避難勧告等の伝達を担う市町村の福祉部局と連携して実施することが望ま

しい。」と示されたところである。ついては、障害者支援施設等指導監査

指針において、防災対策の充実強化として、非常時の際の連絡・避難体制

及び地域の協力の確保や、避難訓練等の実施について監査事項に定めてい

るところであり、「障害者支援施設等における利用者の安全確保及び非常

災害時の体制整備の強化・徹底について」（平成 28 年 9 月 9 日障障発 0909

第 1 号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知）の特に

留意すべき事項を参照しながら、適切な指導監査の実施をお願いしたい。 

平成 28 年度、厚生労働省においても、都道府県に対する実地指導を実施

し、併せて管内の市町村に対する実地指導の検証を行ったところであるが、

その結果、是正又は改善を図る必要があるとした主な指摘事項については、

以下のとおりとなっているので、これらを踏まえて適切に対応するようお

願いしたい。 

（主な指摘事項） 
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・管内市町村に対する指導が低調  
・事業者に対する実地指導が低調 

・指定自立支援医療機関に対する指導が未実施 

・自立支援医療費の支払いに係る審査点検が未実施  
・業務管理体制に係る一般検査が未実施  

 

（２）指定障害福祉サービス事業者等に係る業務管理体制の監督について 

平成 24 年 4 月 1 より、事業者に業務管理体制の整備及び届出が義務付け

され、国、都道府県及び市町村に事業者の本社等への立ち入り権限が付与

されたところである。 

 

ア 事業者に対する業務管理体制整備に関する届出の周知徹底 

新規参入事業者の届出や届出済事業者の届出事項変更に伴う変更届に

ついては、遅滞なく行うこととされており、都道府県及び指定都市にお

いては、届出未済防止の観点から、新規指定申請・指定更新時や集団指

導時など、事業者と接する機会を捉えて、制度の周知・届出の確認を行

う等引き続き届出受理業務に遺漏のないようお願いしたい。 

なお、届出を受けた際には、他の自治体による届出先の把握のために

も速やかに【障害福祉】業務管理体制データ管理システムに入力し、情

報共有に努められたい。 

 

イ 業務管理体制に係る一般検査 

一般検査は、事業者が整備した業務管理体制について、定期的にその

運用実態の報告を求め、当該事業者の規模・組織形態等を勘案した上で

有効に機能する仕組みとなっているか確認し、必要に応じ改善に向け事

業者が自主的に取り組むよう助言を行うものである。都道府県及び指定

都市においては、全ての事業者を対象としつつ地域の実情に応じ計画的

に検査を実施されるようお願いしたい。 

なお、一般検査の実施方法については、事業者の業務管理体制の整備・

運用状況を適切に確認できる方法であれば、実地検査に限らず書面検査

によることも差し支えなく、事業所指導に付加した一体的実施や社会福

祉法人に対する指導監査と併せて実施することも可能であり、効率的な

実施方法を検討されたい。 

 

ウ 業務管理体制に係る特別検査 

特別検査は、指定の取消事由に該当した事業者に対し、その本社等へ

の立入検査を行い、業務管理体制の整備についての取組の状況や不正行

為への組織的関与の有無等を検証するものである。   

都道府県及び指定都市においては、事業者に対して指定取消処分を行

う場合、当該事業者に対する特別検査を実施されるようお願いしたい。 
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また、指定取消相当の処分を行う事業者の指定権者が異なる場合にお

いては、当該自治体と緊密に連携の上、特別検査を実施されるようお願

いしたい。 

 

（３）特別児童扶養手当及び特別障害者手当等支給事務指導監査について 

都道府県においては、「特別児童扶養手当市町村事務取扱準則」（平成 23

年 4 月 1 日障発 0401 号の 5 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知）

及び「児童扶養手当及び特別児童扶養手当関係書類市町村審査要領」（昭和

48 年 10 月 31 日児企第 48 号厚生省児童家庭局企画課長通知）を踏まえて、

当該手当の支給事務に係る指導監査を実施するとともに、「特別児童扶養手

当等支給事務指導監査の実施について」（平成 27 年 3 月 27 日障発 0327 第 8

号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知）の別紙「特別児童扶養

手当等支給事務指導監査要綱」を参考として、引き続き、適正な指導監査

の実施をお願いしたい。 

また、地方事務所等に指導監査を委任等している都道府県にあっては、監

査マニュアルの作成及びこれらに関する研修を行うこと等により、監査担

当職員の資質の向上、統一的な指導監査の実施をお願いしたい。 

なお、厚生労働省において都道府県、指定都市に対し実施した指導監査の

結果、是正又は改善等を図る必要があると指摘した主な項目は以下のとお

りとなっているので、今後、これらを踏まえて適切に対応するようお願い

したい。 

 

ア 特別児童扶養手当について 

（主な指摘事項） 

・総合的判定に当たり、総合的判断理由の記録がないか、記録内容が不

十分 

・認定事務の遅延 

・受付処理簿記録の不適切な管理 

・有期再認定における、認定要領(原則２年)に基づかない一律３年に定

めた判定 

・資格喪失処理の不適切 

・額改定請求書によらない、職権での額改定(増額) 

 

イ 特別障害者手当等について 

（主な指摘事項） 

・総合的判定に当たり、総合的判断理由の記録がないか、記録内容が不

十分 

・認定請求書の不備のままの受理  

・障害程度の適正な認定のための嘱託医の配置 

    ・障害児福祉手当及び特別障害者福祉手当等事務取扱細則の未策定 
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・管内の実施機関の担当職員等に対する研修が未実施 

 

（４）精神科病院に対する実地指導について 

都道府県及び指定都市においては、毎年度、管内の精神科病院に対する

実地指導等を計画的に実施することにより、精神保健及び精神障害者福祉

に関する法律（以下「精神保健福祉法」という。）の適正な運用の推進を

お願いしたい。  
厚生労働省においても、都道府県等に対し精神保健福祉法に関する行政

事務指導監査を実施し、併せて都道府県等の精神科病院に対する実地指導

の検証を行ったところであるが、その結果、是正又は改善を図る必要があ

るとした主な指摘事例については以下のとおりとなっているので、今後、

これらを踏まえて適切に対応するようお願いしたい。 

  （主な指摘事項）  
・ 医療従事者（常勤指定医を含む。以下同じ。）の不足  
・ 定期病状報告書の遅延等  
・ 医療保護入退院届の遅延  
・ 精神医療審査会の審査結果通知の遅延  
・ 入院形態の変更を検討（任意入院⇔医療保護入院など）  
・ 診療録の記載が不適切  
・ 患者預り金の管理方法が不適切  
・ 患者負担金の徴収が不適切又は説明不足 等々  
なお、これらに適切に対応するため、福祉及び医療の各関係部局が連携

した対応を図るとともに、「精神科病院に対する指導監督等の徹底について」

（平成 10 年 3 月 3 日障第 113 号、健政発第 232 号、医薬発第 176 号、社援

第 491 号厚生省大臣官房障害保健福祉部長、健康政策局長、医薬安全局長、

社会・援護局長通知）等に基づく、適正かつ効果的な実地指導を実施し、人

権に配慮した適正な精神医療の確保及び入院者の適切な処遇の確保を図ら

れるようお願いしたい。  
 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

- 111-



(単位：％） (単位：％）

うち訪問
系

うち日中
活動系

訓練系・
就労系

うち訪問
系

うち日中
活動系

訓練系・
就労系

1 北 海 道 79.0 54.2 50.4 60.3 58.9 1 札 幌 市 183.1 43.2 46.7 37.9 45.1

2 青 森 県 42.9 6.6 0.4 25.3 8.5 2 仙 台 市 87.5 40.5 21.3 54.7 36.3

3 岩 手 県 107.3 54.3 44.6 75.4 60.0 3 さ い た ま 112.5 23.7 22.2 44.6 20.6

4 宮 城 県 90.9 51.0 30.6 75.8 75.8 4 千 葉 市 46.2 47.8 48.3 33.9 38.5

5 秋 田 県 55.3 15.1 4.0 30.9 22.6 5 横 浜 市 104.5 50.1 58.6 33.7 34.3

6 山 形 県 96.8 75.2 63.9 81.6 88.3 6 川 崎 市 100.0 4.7 2.0 16.9 7.7

7 福 島 県 86.5 20.8 16.1 31.3 26.4 7 相模原市 0.0 15.7 15.3 14.7 25.7

8 茨 城 県 114.8 82.7 71.6 95.6 79.0 8 新 潟 市 90.0 21.6 16.0 44.9 26.7

9 栃 木 県 93.0 69.7 38.0 87.8 91.1 9 静 岡 市 171.4 143.7 127.0 153.9 150.0

10 群 馬 県 92.9 68.5 68.2 70.6 78.4 10 浜 松 市 100.0 105.5 97.0 117.3 112.4

11 埼 玉 県 100.4 36.5 28.8 72.7 51.9 11 名古屋市 62.5 69.2 68.2 69.9 71.9

12 千 葉 県 197.3 53.3 40.2 69.9 115.1 12 京 都 市 121.1 26.1 19.2 39.2 49.9

13 東 京 都 101.5 8.9 5.8 22.6 8.3 13 大 阪 市 112.0 30.0 31.2 41.6 20.0

14 神奈川県 64.4 20.8 16.4 34.4 29.9 14 堺 市 0.0 19.8 22.3 5.6 11.7

15 新 潟 県 100.8 36.6 24.2 73.1 29.4 15 神 戸 市 146.2 18.9 15.4 62.7 19.8

16 富 山 県 100.0 59.3 58.7 35.0 80.0 16 岡 山 市 26.7 37.2 38.7 31.1 46.1

17 石 川 県 105.6 47.7 31.0 79.4 59.4 17 広 島 市 87.5 82.7 86.0 96.4 78.0

18 福 井 県 92.6 60.5 40.8 90.0 77.5 18 北九州市 109.1 16.7 8.3 56.1 22.4

19 山 梨 県 69.0 22.8 7.1 43.5 51.8 19 福 岡 市 91.7 31.9 19.0 24.4 74.8

20 長 野 県 100.0 66.6 65.1 51.1 91.0 20 熊 本 市 128.6 42.7 24.3 94.8 51.3

21 岐 阜 県 195.0 69.5 52.3 84.4 83.5 21 旭 川 市 100.0 74.5 76.1 82.2 91.7

22 静 岡 県 107.5 85.9 70.1 89.9 120.9 22 函 館 市 100.0 62.9 64.8 72.7 56.3

23 愛 知 県 86.4 54.2 55.8 55.3 48.8 23 青 森 市 76.9 81.6 80.4 85.7 87.1

24 三 重 県 17.1 7.8 6.5 7.9 13.5 24 盛 岡 市 100.0 68.7 61.1 70.0 75.8

25 滋 賀 県 139.1 52.8 57.7 39.5 50.8 25 秋 田 市 0.0 20.1 14.3 7.7 40.1

26 京 都 府 54.8 31.3 27.7 37.6 36.5 26 郡 山 市 58.3 74.8 83.3 62.4 58.0

27 大 阪 府 33.3 32.4 35.5 28.5 33.2 27 いわき市 100.0 23.3 24.1 35.0 11.6

28 兵 庫 県 23.7 19.8 13.9 22.5 29.0 28 宇都宮市 112.5 84.3 75.5 103.5 98.8

29 奈 良 県 50.0 14.8 12.4 29.2 16.7 29 前 橋 市 100.0 96.4 80.1 110.7 132.6

30 和歌山県 110.5 72.9 63.5 94.7 120.8 30 高 崎 市 120.0 112.6 105.4 125.4 146.8

31 鳥 取 県 85.7 83.5 45.6 68.6 154.4 31 川 越 市 200.0 43.0 30.1 123.4 68.3

32 島 根 県 88.6 46.0 24.1 88.4 82.0 32 越 谷 市 66.7 51.0 52.1 60.0 33.3

33 岡 山 県 92.6 65.2 68.1 55.5 74.7 33 船 橋 市 100.0 55.3 52.8 46.9 95.8

34 広 島 県 88.1 43.9 42.1 35.3 69.1 34 柏 市 200.0 90.9 73.0 104.4 123.9

35 山 口 県 119.8 70.2 70.2 71.5 82.7 35 八王子市 40.0 24.8 23.7 25.4 36.2

36 徳 島 県 100.0 37.0 16.4 104.2 105.2 36 横須賀市 87.5 60.3 65.0 59.6 57.5

37 香 川 県 200.0 89.6 66.0 144.2 86.1 37 富 山 市 81.1 43.5 46.8 53.0 21.1

38 愛 媛 県 74.1 64.4 60.5 62.4 81.5 38 金 沢 市 100.0 83.7 81.7 85.7 90.9

39 高 知 県 128.0 32.6 13.1 129.8 26.1 39 長 野 市 16.7 37.1 27.5 33.8 54.2

40 福 岡 県 26.5 40.1 46.3 33.0 52.6 40 岐 阜 市 120.0 86.8 77.9 120.2 89.6

41 佐 賀 県 152.2 68.4 68.9 93.8 76.5 41 豊 田 市 0.0 25.3 22.7 8.0 0.0

42 長 崎 県 61.1 38.7 37.8 40.7 48.5 42 豊 橋 市 100.0 75.4 71.4 80.2 72.4

43 熊 本 県 96.2 43.8 27.8 91.5 49.7 43 岡 崎 市 100.0 85.3 94.0 81.5 88.1

44 大 分 県 118.8 23.3 13.5 42.5 40.1 44 大 津 市 100.0 86.8 83.2 79.7 96.6

45 宮 崎 県 100.0 52.8 48.9 58.7 72.1 45 豊 中 市 － 44.3 45.7 35.5 53.3

46 鹿児島県 98.3 69.9 64.5 68.3 84.6 46 高 槻 市 33.3 31.0 28.1 37.6 39.7

47 沖 縄 県 40.0 18.9 14.8 28.9 22.6 47 東大阪市 0.0 9.1 8.4 20.5 12.3
２ヶ年間の平均 88.9 40.3 31.8 54.3 55.2 48 枚 方 市 0.0 29.4 28.6 29.7 56.2

49 姫 路 市 100.0 28.7 17.3 53.9 33.9
50 西 宮 市 90.9 31.8 31.9 35.4 49.7
51 尼 崎 市 100.0 19.4 15.1 62.3 28.6
52 奈 良 市 100.0 10.4 13.8 0.0 12.7

平成２６年度 46.5 21.6 17.7 28.3 30.0 53 和歌山市 162.5 32.1 6.8 96.1 134.2
平成２７年度 44.9 20.0 17.2 26.4 25.0 54 倉 敷 市 133.3 30.7 18.9 40.0 56.0

55 福 山 市 114.3 80.3 76.9 85.9 87.6
56 下 関 市 100.0 59.4 42.5 92.3 86.0
57 高 松 市 85.7 47.4 30.1 66.0 103.6
58 松 山 市 98.4 75.8 64.6 95.7 85.5
59 高 知 市 100.0 45.8 49.6 40.0 22.1
60 久留米市 107.3 45.4 34.0 76.3 63.7
61 長 崎 市 212.5 50.5 37.9 97.0 72.4
62 大 分 市 140.0 41.6 32.9 56.3 27.5
63 宮 崎 市 85.7 52.8 31.6 73.0 73.8
64 鹿児島市 68.4 47.4 45.6 46.9 44.5

65 那 覇 市 0.0 52.0 38.9 38.8 82.2
２ヶ年間の平均 99.6 43.4 38.9 55.7 54.3

(注）越谷市、八王子市は、平成２７年度から中核市になっ
　　 たため、２７年度単年度の実地指導実施率。

(注）実地指導実施率とは、実施指導先の数／指定事業所
　　 等の数。（２ヶ年間の合計）　ただし、指定事業所等の
　　 数には、障害者を受け入れていない事業所も含まれる
　　 可能性があることに留意。

年度
障害者
支援施
設

施設以外の計

うち訪問
系

うち日中
活動系

訓練系・
就労系

　　　　施設以外の計障害者
支援施
設

指定都市
中核市

障害者総合支援法に基づく指導監査の実施状況

(出所）平成２６年度及び平成２７年度障害福祉施設等に係
る指導監査の実施状況の報告等から作成。

障害者
支援施
設

　　　　施設以外の計
都道府県

〈２ヶ年間の実地指導実施率〉
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２   平成２９年度厚生労働省障害保健福祉行政事務指導監査実施計画等について  

 

（１）障害者総合支援法等に基づく指導監査について 

厚生労働省における障害者自立支援業務等実地指導については、障害者総

合支援法等に基づく障害福祉サービスの給付事務等の状況、都道府県等が行

う指定障害福祉サービス事業者等（以下「事業者」という。）の指定事務及

び指導監査並びに市町村に対する助言等の状況を対象として、別紙の計画

（案）により実施することとしているので、特段のご協力をお願いしたい。 
また、平成２４年度より障害者総合支援法に基づく事業者の指定事務等が

都道府県から指定都市及び中核市に移譲されたことを踏まえ、指定都市及び

中核市に対しても、都道府県と同様の指導を行うこととしているのでよろし

くお願いしたい。 

（実地指導の主な項目） 

ア 都道府県等における指導体制 

イ 都道府県の市町村に対する指導状況等 

ウ 事業者に対する指導監査状況等 

エ 事業者の指定事務等 

オ 自立支援給付支給事務等の事務処理状況等  
 
（２）特別児童扶養手当及び特別障害者手当等支給事務に関する指導監査につい

て 

  厚生労働省における特別児童扶養手当及び特別障害者手当等支給事務に

関する指導監査については、特別児童扶養手当支給事務の実施状況、特別児

童扶養手当提出事務に係る市区町村への指導監査の実施状況及び特別障害

者手当等支給事務に係る管内実施機関への指導監査実施状況を対象として

実施するほか、管内の市区において、特別児童扶養手当提出事務及び特別障

害者手当支給事務に係る実地検証を行うこととしており、別紙の計画（案）

により実施することとしているので、特段のご協力をお願いしたい。 

（指導監査の項目） 

   ○ 都道府県・指定都市 

    ア 特別児童扶養手当支給事務実施状況 

     イ 特別児童扶養手当提出事務に係る市区町村への指導監査実施状況 

     ウ 特別障害者手当等支給事務に係る管内実施機関への指導監査実施

状況 

  ○ 市（区） 

     ア 特別児童扶養手当提出事務の処理状況 

     イ 特別障害者手当等認定支給事務の処理状況 

 

（３）精神保健福祉法関係行政事務指導監査について 

ア 指導監査の実施について 
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厚生労働省における精神保健福祉法関係行政事務指導監査については、

都道府県・指定都市を対象に公衆衛生関係行政事務指導監査として別紙の

計画（案）により実施することとしているので、特段のご協力をお願いし

たい。 

また、平成２９年度においても当該指導監査の際に、精神科病院入院者

の人権確保、適正な医療及び保護の観点から、精神科病院に対する実地指

導の実地検証を併せて行う場合があるので、対象とされた精神科病院にお

ける指導監査が円滑に実施できるよう特段のご配慮をお願いしたい。 

  イ 提出資料の作成等について 

指導監査の実施に当たっては、毎年度、都道府県等における事業の実施

状況について事前に資料の提出をお願いしているところであり、提出資料

の作成に当たっては、期限（指導監査実施時期の６０日前）までに提出さ

れるようお願いしたい。 

また、精神科病院の実地検証を行う都道府県等には、事前資料を基に実

地検証を行う病院を決定しお知らせするので、検証病院の資料については

指導監査実施時期の３０日前までには提出されるよう併せてお願いした

い。 

ウ 指導監査重点事項について 

平成２９年度の指導監査においては、以下の事項を重点事項として実施

することとしている。 

   （ア）精神科病院の状況 

（指定病院の指定基準の遵守状況、病床の利用状況、医療従事者の充

足状況） 

   （イ）精神科病院の実地指導及び実地審査状況 

（実地指導・実地審査要綱等の整備状況、実地体制及び実施状況、結

果の処理状況、措置入院者・医療保護入院者に対する実施状況、医

療監視部局との連携状況） 

   （ウ）措置入院及び医療保護入院に係る事務処理状況 

（通報等に対する調査・診察等の状況、移送手続きの状況、要措置者

の入院先の選定状況、定期病状報告の状況、緊急措置入院の状況、

措置解除の状況、費用徴収の状況、医療保護入退院届出の状況、応

急入院の状況、特例措置の状況） 

   （エ）精神医療審査会の状況 

     （審査会の開催・運営状況、合議体に係る開催要件の遵守状況、退院

請求・処遇改善請求等の処理状況） 

   （オ）精神医療費の公費負担事務処理状況 

     （連名簿・診療報酬明細書の審査点検状況） 

   （カ）精神科病院に対する実地指導等の実地検証  
   （キ）精神障害者保健福祉手帳の交付状況  
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                               （別 紙） 

障害者自立支援業務等実地指導実施計画（案）  

実施期間 自  治  体  名 備    考 

別途通知

する。 

（都道府県）             ［２４] 

北海道 岩手県 宮城県 福島県 栃木県  

埼玉県 千葉県 長野県 富山県 静岡県  

三重県 滋賀県 京都府 和歌山県 島根県  

岡山県 山口県 香川県 徳島県 高知県  

佐賀県 熊本県 大分県 鹿児島県 

（指定都市）             [１０] 

札幌市 仙台市 さいたま市 千葉市 相模原市 

静岡市 浜松市 京都市 岡山市 熊本市 

（中核市）              [１６] 

旭川市 盛岡市 いわき市 宇都宮市 川越市  

船橋市 長野市 富山市 大津市 和歌山市  

倉敷市 下関市 高松市 高知市 大分市  

鹿児島市 

 

特別児童扶養手当及び特別障害者手当等支給事務指導監査実施計画(案) 

実施期間 自   治   体   名 備  考 

別途通知 

する。 

 

 

 

 

 

（都道府県）             ［１９] 

北海道 青森県 岩手県 秋田県 福島県 埼玉県

山梨県 長野県 三重県 兵庫県 和歌山県 

鳥取県 岡山県 徳島県 佐賀県 熊本県 大分県

宮崎県 沖縄県 

（指定都市）                      ［１] 

 札幌市 

(注) 

実地検証を

行う市(区)

については、

追って連絡

する。 

公衆衛生関係行政事務指導監査実施計画（案） 

（精神保健及び精神障害者福祉に関する法律関係） 

実施期間 自  治  体  名 備   考 

別途通知  
する。  

 
 

（都道府県）            ［２４] 

宮城県 秋田県 山形県 福島県 茨城県、栃木県

群馬県 埼玉県 神奈川県 愛知県、三重県  

京都府 大阪府 兵庫県 鳥取県、島根県 山口県

高知県 福岡県 長崎県 熊本県 宮崎県  

鹿児島県 沖縄県 

（指定都市）            ［１０］ 

千葉市 横浜市 川崎市 相模原市 静岡市  

浜松市 京都市 堺市 北九州市 熊本市 

（注） 

精神科病院

の実地検証

を併せて実

施する自治

体について

は、追って

連絡する。 
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